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（旧）土木工事特記仕様書（Ｈ２７年度版） 

 

（新）土木工事特記仕様書改定(案)（Ｈ２８年度一部改訂版） 

 

区分 

 

改定理由 

第3編 土木工事共通編 
 

第1章  総 則 
第1節 総  則 
 
特仕3-1-1-4 現場技術員 

1.業務の協力 

受注者は、現場監督技術業務等を管理する管理技術者、準管理技術者及び業務従事者が

現場の状況を把握するために現場に立ち入る場合は、これに協力しなければならない。 

2.受注者からの連絡 

受注者は「共仕」第3編3-1-1-4現場技術員（2）のほか連絡についても、現場技術員

を通じて行うことができる。 

3.監督職員からの連絡 

監督職員から受注者に対する連絡が現場技術員を通じて行われた場合は、監督職員から

直接連絡があったものと同等である。 

 

特仕3-1-1-6 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 

1.立会の実施 

「共仕」第3編3-1-1-6監督職員による検査（確認を含む）及び立会等第1項の立会の

実施にあたっては、土木工事書類作成提出要領に定める確認・立会簿により実施するも

のとする。 

① 受注者は確認・立会の希望日と内容等の確認立会事項について確認・立会簿に記載し、

あらかじめ監督職員へ提出するものとする。                               

② 監督職員は提出された確認立会事項に対しての確認立会方法を受注者に通知するも

のとし、確認立会の実施後は速やかにその結果を確認立会書として回答するもの とす

る。 

③ 確認・立会簿による提出、通知、回答は電子メールを使用することを原則とし、確認・

立会に用いた資料等は確認・立会の実施者が保管するものとする。 

2.段階確認の実施 

「共仕」第3編3-1-1-6監督職員による検査（確認を含む）及び立会等第6項の段階

確認の実施にあたっては、別に定める段階確認簿により実施するものとする。 

① 受注者は、「共仕」第 3編 3-1-1-6表 3-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、

段階確認を受けなければならない。 

② 受注者は段階確認に係わる種別・細別、施工予定時期等を確認内容として段階確認簿

に記載し、あらかじめ監督職員へ提出するものとする。 

③ 監督職員は、提出された確認内容に対しての確認方法を受注者に通知するものとし、

受注者は通知された確認方法により段階確認を受けなければならない。 

  また、段階確認においては受注者は臨場しなければならない。 

④ 段階確認の実施結果について監督職員は速やかに確認結果、確認日等を確認書として

回答するものとする。 

⑤ 段階確認簿による提出、通知、回答は電子メールを使用することを原則とし、段階確

認に用いた品質・出来形記録資料やその他参考資料等は、確認実施者が保管するものと

する。 

3.重点監督 

       受注者は、設計図書で重点監督と明示された場合は、確認・立会及び段階確認の頻度

を増やすこととし、工事の重要度に応じた監督とする。 

    対象工種は、「土木工事監督技術基準（案）にかかる重点監督について」「公共工事の

品質確保のための重点的な監督業務の実施について」によるものとし、工種の適用にあた
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っては監督職員の指示によるものとする。 

予算決算及び会計令第 85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合において

は、「低入札価格調査制度調査対象工事に係わる監督体制等の強化」によるものとする。 

 

特仕 3-1-1-8 品質証明 

1.品質証明の実施時期と内容 

受注者は、品質証明の実施にあたり、品質証明の実施時期と実施内容を施工計画書に記

載しなければならない。 

2.品質証明の実施 

品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必要と

認める時期および工事検査の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により、整備、

保管し、完成時に提出するものとする。 

なお、施工途中において監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示

しなければならない。 

 
特仕 3-1-1-12 架空線等事故防止対策 

    架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「架空線等上空施設の事故防止マニ 
    ュアル（平成21年12月中部地方整備局）」により、公衆災害等の事故防止対策を実施する 
 ものとする。 

 

特仕 3-1-1-15 提出書類 

1.工事書類の提出 

受注者は、工事書類の提出は、表3-1-1に基づき実施するものとする。（平成22年度
土木工事における受発注者の業務効率化実施要領 工事関係書類一覧表） 
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・表3-1-1の見直し 

○施工計画書 

→共仕1-1-1-4改訂による

見直し 

 

○休日・夜間作業届 

→週間工程会議等で連絡、 

把握できるため、提出は不

要とする。 

 

○完成写真 

→写真管理基準(案)に準

じ、紙媒体は不要とする。 
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表3-1-1 工事関係書類一覧表【中部地整版】 
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2.情報の漏洩、窃用等の対策 

受注者は、工事（業務）の施行（履行）のため、パソコン等の情報機器を使用するにあ

たり情報の漏洩、窃用等の対策をとらなければならない。対策については、個人情報保護

法、情報セキュリティ関連法令及び国土交通省情報セキュリティポリシー（平成 24年 5

月 15日）に準拠しなければならない。 

また、国土交通省情報セキュリティポリシーの入手が必要な場合は、監督職員に提示を

依頼するものとする。 

 

特仕 3-1-1-16 創意工夫 

受注者は、「共仕」第 3編 3-1-1-16創意工夫に関する事項について、実施内容を具体的

に施工計画書に記述するとともに、実施状況を所定の様式に記載し報告することができる。

なお、実施状況様式については、一覧表形式とすることができる。 

 
 

特仕 3-1-1-17 土木工事品質確認技術者 

受注者は、設計図書で品質証明員に加えて土木工事品質確認技術者を選択できる対象工

事と明示され、土木工事品質確認技術者を選択した場合は、次の各号によるものとする。 

ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事及び ISO9001認証取得を活用した監督業務

の取り扱いを適用する工事として承認された工事は本制度を選択できない。 

   (1)  受注者は、土木工事品質確認技術者を選択した場合は、中部地方整備局長が認定した

土木工事品質確認技術者を配置しなければならない。 

   (2)  受注者は社内の土木工事品質確認技術者を配置する場合は、当該工事に従事してい 

ない者でかつその他工事に常駐・専任していない者とする。また、土木工事品質確認技

術者を定めた場合、書面により氏名、資格（土木工事品質確認技術者認定証の写しを添

付）、経験（過去 5カ年程度）及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。 

なお、土木工事品質確認技術者を変更した場合も同様とする。 

(3)  土木工事品質確認技術者は、以下に示す品質確認等を行うものとし、実施した内容を

記載した様式（土木工事品質確認書）及び確認した資料等を整備・保管するものとする。 

また、資料等は検査時に提出するものとする。 

なお、施工途中において監督職員及び検査職員の請求があった場合には速やかに 提

示しなければならない。 

①表3-1-1「品質段階確認一覧表」に示す段階について臨場等により確認。 

②表3-1-1に記載のない種別、細別については、別途段階確認等について、監督職員と
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協議し定めた内容。 

(4)  受注者は、品質確認の実施にあたり、段階確認の品質確認の時期及び内容等の項目

を施工計画書の（15）その他に記載しなければならない。 

(5)  土木工事品質確認技術者の資格を有する者は、「共仕」第3編第1章3-1-1-8、「特仕第3

編第1章3-1-1-8の品質証明における品質証明員と兼ねることができる 

(6)  土木工事品質確認技術者は、原則として技術検査（完成・完済・中間）に立ち会うも

のとする。 

(7)  土木工事品質確認技術者を選択した場合は、上記（3）の段階確認に要する費用につ

いては、別途監督職員と協議するものとする。 
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特仕 3-1-1-18 ISO9001認証取得を活用した監督業務の取り扱いを適用する工事 

受注者は、設計図書で ISO9001認証取得を活用した監督業務の取り扱いの対象工事と明示

された場合は、以下による。 

(1)  監督業務を重点的に実施する工事である場合には、適用できない。 

(2)  ISO9001認証取得を活用した監督業務の取り扱いの対象工事については、「工事にお

ける ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いについて」(H16.9.1国地契第 

21号、国官技第 117号、国営計第 65号)の定めによる。) 

(3)  受注者は ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いを希望する場合、工事負

契約の締結の日から 14日以内に申請書類を発注者に提出するものとする。 

(4)  ISO9001認証取得を活用した監督業務の取り扱いの適用を申請し、承認された場合

は、「土木工事品質確認技術者」制度は選択できない。 

特仕 3-1-1-19 建設現場のオープン化 

設計図書において、建設現場へのオープン化の対象工事と明示された場合は、以下の要領

に基づき実施するものとする。 

(1) 公共工事の品質確保について現地における監督の重要性に鑑み、これまでの臨場によ

る監督行為に加え、モニターカメラを補助的に活用することにより、工事施工状況の 

把握を充実させ、契約の適正な履行と円滑な施行の確保を図ることを目的とする。  

併せて、公共工事の執行に関する説明責任の向上の観点から、必要に応じ施工状況の映

像を見学施設等において一般見学者等に公開することにより、事業の円滑な執行への 

寄与を期待するものである。 

(2) モニターカメラの設置位置については、監督職員の指示によるものとする。 

(3) モニターカメラの操作は、原則として監督職員が行うものとする。また、モニ ター

カメラの稼働時間は、工事の作業実施時間内とする。なお、モニターカメラは、目的以

外にはこれを使用しないことを原則とするが、盗難、テロ等にかかる危機管理上等で特に必

要が生じた場合を除くものとする。 
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